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   府中市議会基本条例 

 

目次 
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 第３章 市民との関係（第６条・第７条） 

 第４章 市長等との関係（第８条～第１０条） 

 第５章 議会の運営及び体制（第１１条～第１７条） 

 第６章 補則（第１８条） 

 付則 

 府中市は、多摩川や府中崖線などの豊かな環境と、古代より大國魂神社を中心

に武蔵の国の「国府」として栄え、近世は宿場町として発展してきた歴史と文化

のまちである。 

 昭和２９年に府中町、多磨村及び西府村が合併し誕生した「府中市」の市制施

行以来、府中市議会は市の発展とともに、地方自治の一翼を担うべき市民の代表

としてまちづくりを推進してきた。 

 平成１２年に施行された地方分権一括法により地方自治体の果たすべき役割が

大きくなり、その権限が強化された結果、議会の担うべき役割や責務も大きくな

った。府中市議会としても地方自治の本旨に基づき不断の努力と改革を重ね、積

極的に市民の負託に応えることが求められている。 

 これまでも府中市議会は、市民の代表機関として、住民が自治体の長及び議会

の議員を直接選挙するという二元代表制の下で、社会の変化に対応し議会を運営

してきた。 

 これからも合議制機関の特性を十分に生かし、意思決定機関としての責務を果

たすことにより、市民全体の福祉向上を目指し、市政の課題に取り組むため、議

会における最高規範として「府中市議会基本条例」を制定する。 

   第１章 総則 
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 （目的） 

第１条 この条例は、二元代表制の下、府中市議会（以下「議会」という。）の

果たすべき役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定める

ことにより、議会が市民の負託に応え、もって市民福祉の増進及び市政の発

展に寄与することを目的とする。 

   第２章 議会及び議員の活動原則 

 （議会の活動原則） 

第２条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動する。 

 (1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員

の自由な発言を重んじること。 

 (2) 公平公正な開かれた議会運営を行うこと。 

 (3) 市民の声を把握し、市政に反映するように努めること。 

 (4) 市政運営を監視及び評価すること。 

 (5) 活発な議論を通して政策の立案及び提言に努めること。 

 (6) 不断の改革を行うこと。 

 （議員の活動原則） 

第３条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動する。 

 (1) 市民の代表者であることを自覚し、市民の多様な意見を把握することに努

め、市民全体の福祉向上を目指すこと。 

 (2) 自己研鑽及び調査研究により、資質向上に努めること。 

 （政治倫理） 

第４条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、良心と責

任を持ち、議員としての品位の保持に努めるものとする。 

 （災害時の議会等の対応） 

第５条 議会及び議員は、災害による不測の事態が生じたときは、市民の生命及

び財産を保護するため市長その他の執行機関及びその職員（以下「市長等」

という。）と連携し、別に定めるところにより、災害対策の対応に努めるもの

とする。 
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２ 議会及び議員は、災害の発生に備えるため、平常時から地域の情報を把握す

るとともに市長等と情報を共有するように努めるものとする。 

   第３章 市民との関係 

 （議会の公開及び説明責任） 

第６条 議会は、会議を原則として公開するものとする。 

２ 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説

明責任を十分に果たさなければならない。 

 （市民と議会との関係） 

第７条 議会又は議員は、市長から提案された議案を審議するに当たって、必要

に応じて市民の意見を聴く機会を設けるものとする。 

２ 議会は、請願及び陳情について、誠実に審議するものとする。 

３ 議員又は委員会は、政策の立案及び提言をするに当たって、必要に応じて、

市民との懇談等の手段により、意見を聴く機会を設けることができる。 

   第４章 市長等との関係 

 （市長等と議会の関係） 

第８条 議会は、市長等の事務執行が適正かつ公正及び効率的に行われているか

について監視及び評価するものとし、必要と認める場合には、政策の立案及

び提言を通して市長等に適切な措置を講ずるよう求めるものとする。 

２ 議会は、市長等が提案する基本的な政策等に対し、必要に応じてその形成過

程の説明を求めることができる。 

 （質疑等の形式） 

第９条 議員は、本会議及び委員会において、議案等についての論点を整理し、

審議及び審査を深めるため市長等に対して質疑を行うものとする。 

２ 議員は、市長等に対して市政の課題全般について一般質問等を行うものとす

る。 

 （議決事項の追加） 

第１０条 議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第９６条第２項の規定に基づき、法に定めるもののほか、議会と市長等



 

- 4 - 

 

がともに市民に対する責任を担うため、市政にとって重要な政策等について、

議会の議決すべき事件として定めることができる。 

   第５章 議会の運営及び体制 

 （会期及び回数） 

第１１条 議長は、必要な会期を議会運営委員会に諮り、本会議において決定す

るものとする。 

２ 定例会の回数は、府中市議会定例会の回数に関する条例（昭和３１年９月府

中市条例第１９号）に定めるところによる。 

 （討議の原則） 

第１２条 議会は、議決責任を果たすために、その意思決定に当たっては議員の

公平で自由な質疑を中心とした議論の場を保障しなければならない。 

２ 議会は、委員会活動を中心に、議員間の討議を行うことができる。 

 （定数） 

第１３条 議員定数は、この条例に規定した議会としての機能を果たすのにふさ

わしいものとすることを基本とし、府中市議会議員定数条例（平成１２年３月

府中市条例第２１号）により定めるものとする。 

２ 議員定数の改正に当たっては、市政の現状、課題及び市民の意見を十分に考

慮した上で定めるものとする。 

 （会派） 

第１４条 議員は、議会活動を行うに当たり、理念又は政策を共有する２人以上

の議員で構成する会派を結成することができる。 

２ 会派は、調査研究並びに政策の立案及び提言に努める。 

３ 会派は、議会運営並びに政策の立案及び提言に関し、必要に応じて会派間で

調整を行い、合意形成に努める。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催することが

できる。 

 （議会事務局） 

第１５条 議会は、政策等の提案機能、立法機能、監視機能及び調査機能を補助
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させるため、議会事務局の機能の強化に努めるものとする。 

 （議会図書室） 

第１６条 議会は、議員の調査研究並びに政策の立案及び提言に資するため、議

会図書室の充実に努め、これを活用する。 

 （議員報酬） 

第１７条 議員報酬は、府中市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和３１年９月府中市条例第２４号）に定めるところによる。 

２ 議会は、議員報酬の改定に当たっては、行財政改革の視点及び他市との比較

だけでなく、市民の負託に応え得る議員活動に考慮し、府中市特別職報酬等

審議会等の多様な意見を聞くものとする。 

   第６章 補則 

 （条例の検証等） 

第１８条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、必要に

応じてこの条例の改正その他の適切な措置を講ずるものとする。 

   付 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


